
○ エアゾール式簡易消火具は検定制度の対象ではな
い。
※ 防火対象物等に設置される消火器については、
検定制度対象。

○エアゾール式簡易消火具は規格基準がなく、国内製
品は任意で鑑定を受け販売しているのに対し、海外
製品は独自規格で製造し、輸入・販売している実情。

国民生活センターが実施した
エアゾール式簡易消火具のテストについて

１ エアゾール式簡易消火具について

２ 国民生活センターが実施したテストについて

[テストの概要]
○ 国内で販売が確認されたも
のから、国産品７種、輸入品
４種を対象にテスト実施

○テスト項目は、消火性能、使
用性、安全性、表示等

○ 1999年度から2002年度は1年当たり相談件数が10件
未満だったのが、2003年度には40件と急増

○ 相談内容は、以下のようなもの。
「ＴＶショッピングでスプレー式消火具の案内を見た、性能を知りた

い。」
「ハロンを使用しているものもあるが法的な問題はないか。」

国民生活センターによるテスト実施
（2004.5-8)

１ 消火性能
(1) 今回テスト対象とした国産の銘柄は基本的には表示通りの消火性能があった。
(2) 今回テスト対象とした輸入品の全銘柄は天ぷら油火災に対し、大きく火を煽ってしま
うものだった

２ 使用性
ボタンの固さや、安全装置の外しやすさなど使いやすさに違いが見られた

３ 安全性
落下衝撃や、常温下の放置試験で破損、破裂したものはなかった

４ 表示等
(1) 表示そのものの見やすさや、全量放射し再使用しないことに関する表示、廃棄方法
に関する表示等に違いが見られた

(2) 輸入品の銘柄では、問題のある使用期限の表示や、合格証が添付されていないに
もかかわらず、生産国の国家検定合格を思わせるような表示等が見られた

５ テスト中に発生した不具合
輸入品の銘柄でボタンを押しても消火薬剤が放射しないものがあった
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国民生活センター資料より



「家庭内火災を防ぐ－その２ エアゾール式簡易消火具の
テスト結果」より（H16.10 独立行政法人国民生活センター発表）


